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コロナの影響などで活動を見合わせていたお宝探検隊、7月29

日にようやく活動を実施することができました。 

 今回は湯坪川で川遊び・生き物探しを行いました。 

 子どもたちは日頃経験したことのない水切りやイカダでの川下

りなどの川遊び、生き物探しを通じて川をめいっぱいに満喫して

いました。 

 住んでいる地域の川に親しむことで、川の環境に関心を持ち、

これから大切に思ってくれればなぁと思っています。 



※※※※※※※※※※※※※※（ 飯田ふれあい交流センター ）※※※※※※※※※※※※※※ 
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 １９６５年（昭和４０年）８月１１日、同和問題は憲法

で保障された基本的人権に関わる重要な社会問題であり、

「その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題

である」との認識を示した『同和対策審議会答申』が出さ

れました。 

 大分県では、毎年、この答申が出された８月を『差別を

なくす運動月間』と定めています。 

 特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを

理由に結婚を反対されたり、就職で不当な扱いを受けたり、

インターネット上に心ない誹謗中傷が書き込まれるなどの

差別を受け、今も苦しんでいる人がいます。 

 誰もが自分らしく幸せに暮らしていける社会を望んでい

るのに、それを阻むものが差別です。「誰かがなくしてくれ

る」と思っていても差別はなくなりません。 

一人ひとりが部落差別をはじめとする人権問題を正しく

理解し、自分自身の問題として向き合いましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大分県人権イメージキャラクター 

こころちゃん 
 

※頭は、大分県の花「豊後梅」で、そこに大分県
の鳥「めじろ」が乗っています。後ろから見た頭
の形はハート、「人権を大切にする優しい心」を

表しています。服には「人」の文字のデザイン。 
 

 

～ 誰もが安心して住み続けられる支え合いの地域づくりを目指して ～ 
 

 ７月１０日（土）、遂に飯田ふれあい夢食堂 

（会長：森八重子さん）がスタートしました。 

  飯田地区では、昨年の１月から準備を進めて

いましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に

伴い実行委員会の中断を余儀なくされました。  

今年の１月２１日にようやく実行委員会を

再開でき、４月１０日にはプレオープンしまし

た（４月号にて報告）。本格実施は５月８日から

始める予定でしたが、感染の拡大が収まらず、 

５月、６月は開催できませんでした。 

 当日は、多くの方々にお集まりいただき、食

と遊びを通して、世代間の交流（ふれあい）が

できました。 

 今後は、感染拡大の状況を見ながらの実施に

なりますが、毎月１回、第２土曜日の午前９時

３０分から１２時３０分まで（途中からの参加

も OKです）、飯田公民館で開催します。 

 多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  




